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１．ブロードバンドの普及促進
に向けた取組



ブロードバンド市場の現状 3

利用の現状 事業者間の競争状況

メタル回線

ＡＤＳＬ

ＦＴＴＨ

９１.６％９１.６％整備率

利用率

（０９年度末）

光のインフラ整備率・利用率

2,918円2,918円

3,538円3,538円

6,510円6,510円

6,615円6,615円

（NTT東日本）

（ソフトバンク）

（NTT東日本）

（KDDI）

３３.４%３３.４%

ブロードバンド契約数

ＦＴＴＨ
（1780万）

ＡＤＳＬ
（974万）

ＣＡＴＶｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
（532万）

その他
（17万）

合計３,３０２万契約

（０９年度末）

(万)

（０９年度末）
利用者料金（月額）

設備競争の状況 サービス競争の状況

■設備競争とは、「自ら設備を設置してサー

ビスを提供する事業者」間の競争

（☞設置した設備は、他事業者に貸し出す場合もあり、
下記シェアは、他事業者への貸し出し分を含む）

■サービス競争とは、「自ら設備を設置して

サービスを提供する事業者」、「他事業者

から設備を借りてサービスを提供する事業

者」の間の競争

光回線

電力系事業者、ＫＤＤＩ、ＣＡＴＶ事業者が設備

競争を実施。ＮＴＴ東西のシェアは、約７７％。

ＮＴＴ東西のシェアは、９９％。設備競争は進

展していない状況。

（０９年度末）

ＮＴＴ東西
99%

その他
1%

ＡＤＳＬ

ＦＴＴＨ

ＦＴＴＨ（光回線を用いたブロードバンドサービス）：

ＮＴＴ東西のシェアは「増加」傾向

ＡＤＳＬ（メタル回線を用いたブロードバンドサービ

ス）：ＮＴＴ東西のシェアは「減少」傾向

ＮＴＴ東西
34.7%

ソフトバンク
38.7%

イー・アクセス
23.5%

その他3%

ＮＴＴ東西
74.4%

電力系事業者
9.1%

ＫＤＤＩ
8.2%

ＵＳＥＮ
2.8%

その他5.3%

（残り４４３万世帯）

（１,７８０万契約） （０９年度末）

（０９年度末）

ＮＴＴ東西
77.3%

その他
22.7%

（０９年度末）



政策決定プラットフォーム
（総務大臣 総務副大臣、総務大臣政務官（政務三役）及び各部会の座長・座長代理から構成）

座長：黒川和美

法政大学大学院
政策創造研究科教授

座長代理：相田 仁

東京大学大学院
工学系研究科教授

昭和６０年の電気通信市場の
自由化、電電公社の民営化以
降、講じられてきた各種規制緩
和措置や制度改革等が電気通
信市場の公正競争にもたらした
効果等を検証。

過去の競争政策の
レビュー部会

座長：山内弘隆

一橋大学大学院
商学研究科教授

座長代理：徳田英幸

慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科委員長

ＩＰ化、ブロードバンド化、モバ
イル化等近年及び将来の市場
環境の変化を踏まえ、グローバ
ルな視点から市場のさらなる発
展に向けた課題の解決方策に
ついて検討。

電気通信市場の環境
変化への対応検討部会

座長：寺島実郎

財団法人日本総合研究所
会長

座長代理：岡 素之

住友商事株式会社
代表取締役会長

少子高齢化による国内市場の
縮小を補い、新たな雇用を創出
する観点から、コンテンツ事業者、
メーカー等を含む幅広いＩＣＴ関
連企業によるオールジャパン体
制でのグローバル展開を促進す
る方策を検討。

国際競争力強化
検討部会

座長：金子郁容

慶應義塾大学大学院
政策・メディア研究科教授

座長代理：村上輝康

株式会社野村総合研究所
シニア・フェロー

創造、協働の理念に基づき、
環境問題や医療問題といった世
界各国が直面している地域的・
地球的課題について、コンテン
ツの豊かな流通を含むＩＣＴの利
活用により、全ての人々が等しく
恩恵を享受できるような解決方
策を検討し、来年度のＡＰＥＣ関
連会合等の場で提示するなど、
リーダーシップを発揮する。

地球的課題検討部会

連携

検討状況報告

連携 連携

指示 検討状況報告 指示 検討状況報告 指示 検討状況報告 指示

（敬称略）

少子高齢化の急速な進展による経済成長への影響等が懸念される中、グローバルな視点から、競争政策を環境変化に対
応したものに見直すとともに、ＩＣＴの利活用により、我が国及び諸外国が直面する経済的、社会的課題等の解決に貢献する
ため、タスクフォースを発足（２００９年１０月に第１回会合を開催）

グローバル時代におけるＩＣＴ政策に関するタスクフォース 4

合同部会

「光の道」構想実現のための具体策の検討・取りまとめ（2010年12月）



合同部会の「光の道」構想に関する取りまとめ（概要）①

■情報通信市場の発展には、インフラの高度化が、多彩なサービス（クラウドサービスをはじめとした上位レイヤーサービス等）を生

み出し、それが更なるインフラの高度化を促すといったインフラとサービスの有機的な連携が不可欠。

■諸外国では、超高速ブロードバンド基盤の整備を国家目標として設定し、積極的な取組。我が国も、「光の道」構想を推進し、引

き続き世界を先導するようなＩＣＴ環境の構築が必要。

■具体的な政策の在り方としては、

・競争政策の一層の推進が、市場の活性化、インフラ整備の促進、利活用の向上につながる。インフラの技術革新や魅力あ

るサービス等の開発・導入も、インフラ整備に競争が存在して初めて実現。【☞第３章】

・他方、過疎地域等については、民間事業者の競争によるインフラ整備が期待しにくく、そういった地域には、競争政策を補完す

るものとして、国が支援措置等の一定の役割を担うことにより、インフラ整備とその利活用を進めることが必要。【☞第２章】

・また、我が国は、超高速ブロードバンド基盤は世界最高水準であるものの、その利活用には課題。医療、教育、行政等の分

野において、利活用を阻害する制度・規制等の抜本的な見直しを図ることにより、利活用の向上を図ることが必要。【☞第４章】

第１章 「光の道」構想の推進

第２章 未整備地域における「ＩＣＴ利活用基盤」の整備の推進

■未整備地域（残り約10％世帯）の超高速ブロードバンド基盤は、競争環境の中での民間主導による整備を原則とすることが

適当。ただし、整備コストは多大であり、短期的には採算ベースでの整備が困難と想定。基盤整備を加速化するインセンティ

ブの付与が必要。

■このため、これまで実績のある公設民営方式を基本とし、整備した基盤の利活用を促進する観点から、地方公共団体等が、

医療、教育、行政等の公共アプリケーションの導入と一体的な整備を行う場合に、国が財政支援等を講じることが適当。
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合同部会の「光の道」構想に関する取りまとめ（概要）②

１）設備競争の促進（線路敷設基盤の開放等）

■電柱・管路等の線路敷設基盤の開放については、事業者の要望等を踏まえ、移動通信事業における鉄塔等設置に関する

課題を含め、引き続き更なる取組の検討が適当。

■アクセス網の多様化の推進の観点から、ワイヤレスブロードバンドの整備・普及に向け、国は大胆な周波数の再配分を行う

ことが必要。早期の周波数再編を実現する観点から、既存の周波数利用者の移行コストを移行後の周波数利用者が負担

することとし、移行コストの負担可能額として提示された金額の多寡を踏まえて移行後の周波数利用者を国が選定するとい

う、オークションの考え方を取り入れた制度の検討が適当。さらに、諸外国で実施されているオークションについても、周波数

再編の状況も踏まえて議論を進めることが必要。

第３章 ＮＴＴの在り方を含めた競争政策の推進

これまでの競争政策は、設備競争とサービス競争の適切なバランスを図りながら推進。

（１）アクセス網のオープン化等の在り方

２）サービス競争の促進（加入光ファイバ接続料の見直し）

■超高速ブロードバンドのインフラ整備率が90％を超える中で、利用率が30％強という状況やＦＴＴＨ市場でのＮＴＴ東西のシェ

アが依然上昇傾向（約75％）にあることから、加入光ファイバ接続料の低廉化を図り、今後のＦＴＴＨ市場の活性化を図るこ

とが極めて重要。

■加入光ファイバ接続料算定の在り方について、総務省及び関係事業者において、設備競争への影響等に十分に留意した

上で、分岐回線単位での接続料設定を含め、平成２３年度以降の接続料算定方法の見直しに向けた具体的な検討を開始

することが適当。
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合同部会の「光の道」構想に関する取りまとめ（概要）③

■ＮＴＴ東西が構築した次世代ネットワーク（ＮＧＮ）は、今後、我が国の基幹的な中継ＩＰ網になると考えられるため、多様な電気

通信事業者やコンテンツ配信事業者等が多様なサービスを柔軟に提供できるように、適時適切にオープン化されることが重要。

■ＰＳＴＮ（電話網）のマイグレーションに当たっては、その早期実現を図る観点から、現行のＮＧＮで実現していないサービス・機

能（番号ポータビリティ機能、マイライン等）等の扱いの整理が必要。また、多様な事業者が多様なコンテンツ等を提供するた

めには、ＮＧＮの通信プラットフォーム機能（認証機能等）のオープン化の検討が必要。

■他事業者による競争的サービスの提供や多様な事業者による多様なコンテンツ等の提供を可能とするため、総務省及び関

係事業者において、ＮＧＮでの通信プラットフォーム機能の在り方やＰＳＴＮで実現していた機能・サービスの取扱いを含め、Ｎ

ＧＮで実現すべきアンバンドル機能・サービスやマイグレーションに伴う課題等について速やかに検討を開始することが適当。

（２）中継網のオープン化の在り方

■公正な競争環境を整備するためには、アンバンドルされたボトルネック設備をＮＴＴ東西が利用する場合と他事業者が利用す

る場合との同等性が確保されていることが必要。

■これまでも公正競争上の問題（１１６番窓口（総合受付窓口）での光サービスの営業等）が指摘。平成21年11月、ＮＴＴ西日本

で接続情報の目的外利用の事案が判明。本合同部会のヒアリングで、ＮＴＴ東西のボトルネック設備保有部門と利用部門間

の構造的措置が必要との意見。

■このため、ボトルネック設備利用の同等性を一層確保する措置を講じることが必要。その手法としては、大別すると、構造的措

置として、「資本分離」、「構造分離」、非構造的措置として、「機能分離」が考えられる。この３案を次頁の観点から検討。

（３）ボトルネック設備利用の同等性確保の在り方
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合同部会の「光の道」構想に関する取りまとめ（概要）④

（ＮＴＴ東西の組織形態の在り方）

■サービス競争の促進の観点からは、資本分離や構造分離も考え得るが、以下の観点を総合的に判断すると、本合同部会として

は、ＮＴＴ東西のボトルネック設備保有部門について速やかに「機能分離」を行うことが、現時点においては最も現実的かつ効果的。

■この関連で、通信事業者１社から提案されている光アクセス会社構想（※）については、事業成立の可能性（光ファイバ投資額、

アクセス回線維持費、バランスシート、工事力の確保等）やメタルから光へのマイグレーションに係る諸課題を踏まえると、そ

の実現には不確実性が高いと考えられる。

※ＮＴＴ東西のアクセス回線部門を資本分離して光アクセス会社を設立し、５年間かけて需要にかかわらず計画的に光回線整備・メタル回線の
巻取りを実施。

（３）ボトルネック設備利用の同等性確保の在り方（続き）

評価の観点 考え方

①設備競争、サービス競争

の促進

・サービス競争は、ファイアウォールが徹底されるほど進展。

・設備競争への影響は、いずれの形態も概ね中立的。ただし、分離アクセス会社に光ファイバ

整備の特別な役割を与える場合は、インフラ整備独占化や設備競争減退の可能性は高まる。

②国民のアクセス権の保障 いずれの経営形態においても、ユニバーサルサービス制度の設計次第でアクセス権の保障

は可能。

③グローバル競争への対応 ・財務体力、技術力、機動力等様々な要素が影響。

・経営形態の在り方のみから一概にその優劣を判断することは困難。

④ＮＴＴ株主への影響 ・加入光ファイバ網が、投資回収フェーズに入っている点にも留意が必要。

・また、分社化の程度が強まるほど、既存株主への影響は大きくなると想定。

⑤実現のための時間、コスト 機能分離の場合は、比較的短期間で実現可能。別会社を創設する場合は、法案成立時点

から2年程度の期間は必要と想定。また、相応の会社分割コストも発生するものと想定。

⑥「光の道」整備促進 ・いずれの経営形態も概ね中立的。

・インフラ整備専門の別会社の場合、光ファイバの投資インセンティブ等の確保が課題。
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合同部会の「光の道」構想に関する取りまとめ（概要）⑤

（機能分離）

■機能分離の導入に当たっては、金融機関に対するファイアウォール規制など他業界の取組も参考にして、ボトルネック設備

利用の同等性を確保するための厳格なファイアウォール措置を構築させることが適当。

■この際、ＮＧＮは、加入光ファイバと一体的に構築され、連携して機能すること等から、ファイアウォール強化の対象となる設

備は、現行のボトルネック設備の範囲（アクセス網及びこれと一体的に設置される中継網）を軸に検討することが適当。

■具体的な措置としては、ボトルネック設備保有部門と同利用部門間での物理的な隔絶、情報管理システム上のアクセス制限

等による厳格な情報遮断措置その他適正な競争関係を確保するための体制整備や実効的な監視の仕組みを検討すること

が適当。

（３）ボトルネック設備利用の同等性確保の在り方（続き）

（子会社等との一体経営への対応）

■ＮＴＴ東西は、経営効率化の観点から、営業・保守等の業務について県域等を単位とするアウトソーシング子会社に委託。Ｎ

ＴＴ西日本及びその県域等子会社で行われた接続情報の目的外利用の事案のように、現行のボトルネック設備利用の同等

性確保のための規制が遵守されていないケースが発生。

■委託先子会社等による禁止行為規制の潜脱行為を防止し、規制の実効性を確保する観点から、ＮＴＴ東西に対し、現行行為

規制の内容を委託先子会社等にも遵守させるための措置を講じることが適当。

（ＮＴＴ東西の業務範囲の在り方）

■ＮＴＴ東西の業務範囲について、ＩＣＴの利活用を促進し、ブロードバンドの普及を図る観点から、機能分離や子会社等との一

体経営への対応等により更なる公正競争確保を図った上で、かつ、公正競争確保に支障が生じない範囲内で、ＮＧＮ上の

サービスの新たなメニュー追加など市場の環境変化や消費者ニーズに迅速に対応できるよう必要な制度・ルールの見直し

を行うことには、一定の合理性。
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合同部会の「光の道」構想に関する取りまとめ（概要）⑥

１）移行期におけるユニバーサルサービス制度の在り方

■情報通信審議会答申案（本年10月公表）では、ユニバーサルサービスの対象は、従来と同様、いわゆる「電話」が適当と

の考えの下、基本料額が現行の住宅用加入電話基本料額の範囲を大きく上回らない光ＩＰ電話を追加（光ＩＰ電話のコスト

は、当面補てんしない）。

■これにより、メタルと光の二重投資の回避が可能となり、「光の道」構想推進への寄与が期待。ただし、現状では、上記要件

に該当する光ＩＰ電話の提供地域は限定的。今後の状況を踏まえ、適時適切に制度見直しの検討が行われることが望ましい。

（４）ユニバーサルサービスの在り方

２） 「光の道」実現後のユニバーサルサービス制度の在り方

■ユニバーサルサービス制度は、全国におけるサービスの適正、公平、かつ安定的な提供を維持するための制度。ブロード

バンドが全国に普及していない現時点で、直ちに「ブロードバンドアクセス」をユニバーサルサービスの対象として取り扱う

のは時期尚早。

■今回の「光の道」構想の実現に向けた各種取組により、光化、ＩＰ化の加速的な進展が期待。そのような急速な市場環境の

変化に対応できるように、総務省として適時適切に制度の見直しに取り組むことが求められる。

■ＥＵで導入されているような総合的な市場支配力に着目した規制（いわゆるＳＭＰ（Significant Market Power）規制）は、市場

をいかに画定するかで規制対象及び規制の内容が大きく異なるため、規制の予見性が低いとの指摘。

■他方、ボトルネック性以外の要素にも着目して市場支配力を判断し、その状況に応じた規制を柔軟に課すことができるという

利点。ただし、その導入に当たっては、規制全般の抜本的な見直しが必要になることが想定されるため、十分な検討が必要。

■事業者の要望を踏まえ、まずは子会社等との一体経営への対応を行い、その上で、ＳＭＰ規制については、今後の電気通信

市場の変化を踏まえ、より適正な規制の在り方を継続的に検討する観点から、引き続き検討を行うことが適当。

（５）今後の市場環境の変化への対応
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■ 「光の道」整備推進事業 ２４．０億円 （新規） 【平成２３年度予定額】

• 教育・医療等の分野における公共アプリケーションの導入を前提とした超高速ブロードバンド基盤整備を実施する地方公

共団体等に対し、事業費の一部を支援。

■ 「光の道」推進税制 税制改革

• 超高速ブロードバンドを活用した教育・医療分野の公共アプリケーションを公共施設に導入するために必要となる設備を

取得した事業者に対し、法人税および固定資産税の特例措置を適用。

超高速ブロードバンド

利用可能率

超高速ブロードバンド

利用率 約30%

約90%

現 状 2015年頃目途

100%

100%

民間事業者

②認定

③公共アプリケーションの導入のための超高速ブロードバンドインフラ整備に
ついて、事業費の１／３を交付

⑤超高速ブロード
バンドアクセス
サービスの提供

公設民営
（ＩＲＵ※）

国民利用者

地方公共
団体等

総務大臣

①計画申請

④超高速ブロードバンド
インフラの貸与

⑤公共アプリ
ケーションの
提供

「光の道」構想の推進 「光の道」整備推進事業

※ IRU（indefeasible right of user）とは：関係当事者の合意がない限り，破棄したり終了さ
せることができない回線使用権。

※支援対象となるのは、超
高速ブロードバンドイン
フラの未整備地域のみ。

「光の道」整備推進事業（予算措置等） 11



１．移行期におけるユニバーサルサービス

 通信品質については、加入電話との同等性が確保されているＯＡＢ～Ｊ番号を使用するもの。

 料金については、ＮＴＴ東西の加入電話の料金水準を勘案した範囲のもの。

・ 少なくとも、現行の加入電話の住宅用基本料額の最高額の範囲内（1700円／月以下）で提供されるのであれば、ユニバーサル

サービスとなりうる。

・ 自治体ＩＲＵ地域の場合、現行の加入電話の住宅用基本料額の最高額と比較して１割に満たない範囲の違い(1700円／月

×1.1=18７0円未満)であれば、妥当な範囲。

以上の条件を満たす光ＩＰ電話を提供する場合には、メタルの加入電話の新規提供を行わなくてよい

２．光ＩＰ電話のコストに係る補填の要否

 当面、光ＩＰ電話の補填は行わず、従来どおり、加入電話の維持コストを補填

・ 当面、ユニバーサルサービスとしての光ＩＰ電話の対象は自治体ＩＲＵ地域が想定され、現状では対象地域が限定。

・ 自治体ＩＲＵ地域は、補助金等を受けた自治体により設備構築が行われ、サービスの提供が行われている実態。

・ 光ＩＰ電話をユニバーサルサービスの対象としても、当面は、加入電話の維持が引き続き必要。

移行期におけるユニバーサルサービス制度の在り方（情報通信審議会答申（２０１０年１２月）の概要）

メタルの加入電話と光ファイバ整備の二重投資を回避し、メタルから光への円滑な移行を図る観点から、ユニバーサルサービスの対

象として光ＩＰ電話を追加することに関し、ユニバーサルサービスの対象となる光ＩＰ電話の範囲等について以下を指摘。

３．「光の道」実現後のユニバーサルサービス

 「電話」を前提とした制度から、「ブロードバンド」を念頭に置いた新たな制度の枠組みが必要。

・ 「電話」を前提とした「移行期」までのユニバーサルサービスとは質的に異なり、基本的な考え方についても大きく変更が必要。

・ 現行のＮＴＴ法を前提とした「電話」の維持・確保の制度から、多様な事業者によるサービスの提供を前提とした「ブロードバンド」

の維持・確保の制度への転換が必要。
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２．線路敷設基盤の開放



（１）ガイドラインの対象
①設備保有者：電気通信事業者、電気事業者、鉄道事業者
②事業者：認定電気通信事業者
③設備：

ⅰ）電柱、管路、とう道、ずい道その他の線路を設置するために使用できる設備
ⅱ）鉄塔等

（２）設備提供４原則
①公正性の原則 ②無差別性の原則 ③透明性の原則 ④効率性の原則

（３）貸与手続等
①調査回答期間：原則２ヶ月以内に提供の可否を回答。
②貸与拒否事由：区間に空きがない場合、技術基準に適合しない場合等を規定
③貸与期間：原則５年 等

公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン

■２００１年４月、電気通信事業者による光ファイバ網等の整備促進のため、公益事業者が保有する電柱や管路等の線路敷
設基盤の貸与手続等の標準的な取扱いを示した「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」を策定。

■これまでの事業者の要望等を踏まえ、５回の改正を実施。

改正年 改正概要

２００２年 電柱への共架に関する「一束化」に関する
規定を追加

２００３年 支線共用に関する規定、腕金類の設置に
関する規定を追加

２００４年 使用可能時期の照会に対する回答努力義
務、支線共用拒否事由の通知等に関する
規定の追加

２００７年 効率性の原則及び定型・反復的な光引込
線等に係る設備使用に関する手続の簡素
化に関する規定を追加

２０１０年 対象設備に携帯電話の基地局を設置する
「鉄塔等」を追加

ガイドラインの概要

他
社
設
備

NTTとう道

ＮＴＴビル

ＰＯＩ
他社ケーブル

NTT管路

他社ケーブル

NTT電柱

管路・とう道 電柱

POI（相互接続点）ビル直近のマンホール

他社
ネットワーク
（ＮＴＴ設備）

ガイドラインの改正経緯

（相互接続点）
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線路敷設基盤の開放状況等

■通信事業者、電力事業者、鉄道事業者といった線路敷設基盤の保有事業者から、電気通信事業者に対し、電柱は、
約３,０９０万本、管路等（とう道、ずい道を含む）は、約１３,４００Ｋｍ貸与（２００９年１２月末）。

■利用可否の調査申込みに対し、提供不可との回答は、電柱で約０.２％、管路等で約７％の状況。また、実際の利用申込みに
対する拒否回答は、電柱で０.００５％、管路等で０％の状況（２００９年１月～２００９年１２月）。

■利用可否の調査申込みに対し提供不可とする理由は、「技術基準に適合しない等」や「設備に空きがない」などが多い。

利用可否の調査申込みに対する回答 提供不可の回答理由

電柱 電柱

管路等 管路等

技術基準に適合しない等
（88.5%)

提供不可
（6.9%)検討中

（7.4%)

提供可能
（85.6%）

73万
4401件

1414件

提供不可
（0.2%)

提供可能
（97.4%）

検討中
（2.4%)

電柱の地中化計
画がある（3.9%)

改修移転計画
がある（3.7%)

設備に空きが
ない（3.7%)

その他
（0.2%)

設備に空きがない
（87.9%)

設備保有者に使用
予定がある（6.1%)

関係法令に適合
しない等（3.0%)

その他
（3.0%)

通信97%、電力：
3%、鉄道：0%

電力：89%、通信：
11%、鉄道：0%

電力：100%、通
信0%、鉄道：0%

通信78%、電力：
22%、鉄道：0%

1308件

99件

電力：85%、通信：
15%、鉄道：0%

通信67%、電力：
33%、鉄道：0%

電力：100%、通
信0%、鉄道：0%

電力：85%、通信15%、
鉄道：0%（5件）

電力：81%、通信19%、
鉄道：0%（4件）
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コロケーションルールの概要

通信用建物、その通信用建物から工事可能なもっとも近い
マンホール等までの間の管路又はとう道並びに接続を行う
ために必要な電柱

コロケーションの義務がある区間

コロケーションルールの整備

９７年１１月 接続約款にコロケーションの条件を規定。

９９年８月 接続約款の認可申請の際、コロケーションの在り方について検討を行う旨の電気通信審議会（当時）からの答申を受け、「コロケーションが必要
な装置かどうかは接続事業者側の判断を基本として合理的な範囲内で決すること」とした。

００年９月 コロケーションの需要が高まるにつれ、更なるルール整備の必要性が認識され、コロケーションに係る以下の事項を接続約款に規定。

・ コロケーションに関する手続（情報開示、請求から回答までの手続、接続事業者が自ら工事及び保守する場合の手続）

・ 標準的処理期間

・ 工事保守費用

００年１２月

接続約款の認可申請の際の電気通信審議会の答申による要望事項を受けて、以下の事項を接続約款に規定。

・ 各通信用建物に空き場所があるかどうかの情報を無償で提供

・ 空き場所がない場合は立ち入りを受け入れること 等

０１年１２月 特定事業者によるコロケーションスペースの大量保留により、他事業者のコロケーションスペースの確保が困難となるビルが生じたこと等から、
コロケーションスペースの保留期間の短縮化等について接続約款に規定。

０２年３月 コロケーションのためのリソース（スペース、電力容量、ＭＤＦ端子）が枯渇しているビルにおける配分上限値の設定を接続約款に規定。

０３年５月 コロケーション申込み後の保留解除における違約金を接続約款に規定。

０７年１０月 接続を行うために必要な電柱におけるコロケーション手続及び金額を接続約款に規定。

｢コロケーション｣とは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の建物等において、接続事業者が接続に必要な装置を設置することをいう。

■ コロケーションに関する手続等について以下のことをＮＴＴ東西の接続約款に記載。（電気通信事業法施行規則第23条の4第2項第2号）
① コロケーションの空き場所等（スペース、ＭＤＦ端子、受電電力容量及び発電電力容量）に関する情報開示
② コロケーションの調査申込みに対する回答を受ける手続の設定
③ 接続事業者が自前工事・保守を行う場合及び当該建物へ立ち入る場合の手続の設定
④ 標準的期間の設定（調査申込みから回答まで、設置申込みから工事着手まで等）
⑤ コロケーション設備についてＮＴＴ東西が工事・保守を請け負う場合に他事業者が負担すべき金額

第一マンホール等

他事業者設備

ＮＴＴ東西設備
ＮＴＴ東西収容局

義務的提供区間 一般提供区間

電柱添架

建物敷地内
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線路敷設に関する課題例

■ 線路敷設に関する課題として、
１）固定通信分野： マンション内の屋内配線の光化や電線の地中化等が進展する中で、集合住宅へのアクセスや事業者切替えの

ための屋内配線に係る課題
２）移動通信分野： 設置スペース等の関係から、鉄塔等の設置に係る課題

等が指摘されているところ。

他事業者局舎

ＮＴＴビル

電線地中化区域

管路

引込部

とう道

ＮＴＴ敷設
光ファイバー

他事業者敷設
光ファイバー

他事業者が回線終端装置等を
設置できず、屋内配線の転用
が不可能。

引込部
管路

固定通信分野

共用するためには補強が必要な鉄塔が多い
ことや、土地所有者との契約の見直しが必要
な場合があることなどから、鉄塔の共用実績
は僅少。

移動通信分野

物理的スペースの不足、景観条例
等によって新たな鉄塔建設が制限
される場合あり。

他事業者が新たに管路を敷設する
ことと引込部に芯線を追加的に敷
設することはともに不可。

ＮＴＴ回線
終端装置等
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３．ＮＧＮのオープン化



■2008年３月にＮＧＮの商用化開始。ＮＴＴ東西ともに、2010年度に現行の光アクセスサービス（地域ＩＰ網を用いた光サービス：Ｂフレッ

ツ）の提供エリアまで拡大を完了予定。

■ＮＴＴ東西のＮＧＮ網を用いた光サービス（フレッツ光ネクスト）の契約数は、光サービス全体の２割強。

■ＮＴＴ東西は、 ＮＧＮ網を用いた光サービスの提供地域拡大に伴い、当該サービスを利用可能な地域においては、地域ＩＰ網を用いた光

サービスについて、２０１２年３月末をもって新規申込の受付を終了予定（２０１１年２月公表）。

ＮＧＮのエリア展開と光契約数の推移

フレッツ光契約数の推移

877

1,010

1,113

1,228

1,325

1,424

496
570

629
695

753
809

382
439

484
533 572 615

221

336

164
232

57
104

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2008.3 2008.9 2009.3 2009.9 2010.3 2010.9

ＮＧＮのエリア展開

光サービス全体
（東西合計）

(単位:万回線 )

ＮＧＮ光サービス
（東西合計）

光サービス全体
（ＮＴＴ東）

光サービス全体
（ＮＴＴ西） ＮＧＮ光サービス

（ＮＴＴ東）

ＮＧＮ光サービス
（ＮＴＴ西）

※：NTT東日本においてはBフレッツ及びフレッツ 光ネクストの契約数。NTT西日本においてはB
フレッツ、フレッツ・光プレミアム、フレッツ・光マイタウン及びフレッツ 光ネクストの契約数。

※ＮＧＮ光サービスの２０１０年３月より前の契約数は非公表。
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ＮＧＮで提供されているユーザ向けサービス

■ＱｏＳサービスとして、高品質のひかり電話・テレビ電話・データコネクト及びマルチキャスト等のコンテンツ配信向けサービスを提供。

■ベストエフォートサービス及びＱｏＳサービスの標準品質でのひかり電話・テレビ電話の通話料金は、従来と同程度の料金水準。

■上記以外のＱｏＳサービスについては、利用しやすい料金となるよう設定。

：２０１０年７月末現在提供中のもの ：今後提供予定のもの【凡例】

サービス分類 NGNのネットワークサービス

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ
ＶＰＮ

（センタエンド型、
ＣＵＧ型サービス）

QoS

0AB-J ＩＰ電話/
テレビ電話

光ブロードバンドサービス

QoS

戸建て向け （最大通信速度200Mbps※西日本では概ね1Gbpsも提供）

集合住宅向け （最大通信速度200Mbps※西日本では概ね1Gbpsも提供）

事業所向け （最大通信速度概ね1Gbps）

検討中

ＶＰＮ（センタエンド型、ＣＵＧ型サービス）

ひかり電話 （標準品質、高品質〔7KHz〕）

テレビ電話 （標準品質、標準テレビ品質、ハイビジョン品質）

QoS

ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ

ユニキャスト （帯域確保）

マルチキャスト （帯域確保）※地デジIP再送信向け

ユニキャスト

マルチキャスト

コンテンツ
配信向け
サービス

イーサネットサービス イーサ （県内・県間とも）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続
ＩＰｖ６通信機能を標準装備

斜字：ＮＧＮで新規に提供した機能

ひかり電話オフィスＡ（エース） （標準品質、高品質〔7KHz〕）

データコネクト（帯域確保型のデータ通信サービス）

ひかり電話ナンバーゲート （標準品質、高品質〔7KHz〕）
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ＮＧＮで提供されている競争事業者向けの接続機能

■ ＮＴＴ東西のＮＧＮは、既存のＩＰネットワークを高度化・大容量化していくものであり、既存のＩＰネットワークは最終的にはＮＧＮ
に置き換えられていく予定。

■ 公正競争環境確保の観点から、ＮＧＮを接続ルールの対象範囲とするため、第一種指定電気通信設備に指定したうえで、現
在４つの機能（収容局接続、中継局接続、ＩＧＳ接続、イーサネット接続）について個別の接続料を設定している。

④ｲｰｻﾈｯﾄ接続

【他事業者IPネットワーク】

UNI: User-Network Interface
（ﾕｰｻﾞ網ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）

NNI: Network-Network Interface
(ﾈｯﾄﾜｰｸ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）

SNI: Application Server-Network Interface
(ｻｰﾋﾞｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸ・ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ）

IGS: Interconnection Gateway Switch
(関門交換機)

③ＩＧＳ接続

②中継局接続
ＩＰ電話、TV電話等

ルータ
網終端
装置

ＭＧ

中継
ルータ

ＧＷ
ルータ

企業等
（ＶＰＮ）

ＣＰ等

ＩＰ電話、TV電話

収容
ルータ

コンテンツ配信等

ＩＳＰ接続

センターエンド型サービス等

NNI

NNI

収容
ルータ

収容
ルータ

SNI/UNI
ＩＧＳ

ＩＳＰ

中継
ルータ

ＯＬＴ

ｽﾌﾟﾘｯﾀ
（分岐）

ｽﾌﾟﾘｯﾀ
（分岐）

UNI UNI UNI

他事業者網

ﾒﾃﾞｨｱ
ｺﾝﾊﾞｰﾀ

ＭＧ
収容
ルータ

収容
ルータ

SNI/UNI

網終端
装置

ＮＧＮ

NNINNI

ＯＬＴ

ﾒﾃﾞｨｱ
ｺﾝﾊﾞｰﾀ

ｽﾌﾟﾘｯﾀ
（分岐）

ｽﾌﾟﾘｯﾀ
（分岐）

他事業者
イーサ網等

収容
イーサ
装置

収容
イーサ
装置

中継
イーサ
装置

ＧＷ
ＳＷ

中継
イーサ
装置

中継
イーサ
装置

UNI

NNI

UNI UNI

NNI NNI
他事業

者網①収容局接続
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ＮＧＮとアクセス回線（加入光ファイバ）の関係

■ ＮＧＮは、加入光ファイバと一体的に構築され連携して機能。ＧＣ接続が実現している電話網（ＰＳＴＮ）とは異なり、ＮＧＮでは、NTT東西

の光アクセスユーザに対し、他事業者が中継網によるサービスを提供することが困難となっている。

ＰＳＴＮのＧＣ接続

ＰＳＴＮ
（ＮＴＴ）

ＩＣＩＣ

ＧＣ ＧＣ

ＮＴＴ東西のメタル回線
（アクセス回線）

＋

＋ＮＴＴ東西のメタル回線
（アクセス回線）

ＮＴＴ東西のＰＳＴＮ
（中継網）

他社網
（中継網）

メタル回線

ＩＣ ＩＣ

他社網

ＰＳＴＮでは、ＧＣ接続が実現

ＭＧ ＧＷルータ網終端装置

他社
電話網

インター
ネット

コンテンツ
事業者

他社
ＩＰ網

収容ルータ

ＳＮＩルータ

ＮＧＮ
（ＮＴＴ） 他社網

中継ルータ

ＮＴＴ東西の光ファイバ回線
（アクセス回線）

＋

＋ＮＴＴ東西の光ファイバ回線
（アクセス回線）

ＮＴＴ東西のＮＧＮ
（中継網）

他社網
（中継網）

光ファイバ回線

ＧＷルータＧＷルータ

収容ルータ

ＮＧＮでは、ＧＣ類似接続は実現していない

・事業者選択機能(振り分け機能)
・接続事業者向けの課金機能

ＮＯ

ＯＫ

ＯＫ

ＯＫ

ＳＩＰサーバ

ＮＴＴ東西の
電話ﾕｰｻﾞ

ＮＴＴ東西の
ＦＴＴＨﾕｰｻﾞ
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・事業者選択機能(振り分け機能)なし
・接続事業者向けの課金機能なし

【09年10月6日 情報通信審議会答申】
ＮＧＮにおけるGC接続類似機能をアンバンドルするためには、収容ルータから他社中継網へのパケットの振分が必要となるが、収容ルータの負荷を分散し効率的

なネットワークを構築する観点から、収容ルータは、上位の中継ルータにパケットを伝送するように設計されている。そのため、アンバンドルにはルータ等の容量の抜
本的な見直しが必要といった課題がある。



マイラインの登録状況 (2011年3月末)

23

マイライン登録区分 ※１、※２

合計 ※３
市内通話

県内
市外通話

県外通話 国際通話

ＮＴＴコミュニケーションズ 9,929 10,200 21,703 20,056 62,076

NTT西日本 7,738 7,226 - - 14,964

NTT東日本 7,667 7,140 - - 14,807

ＫＤＤＩ 2,020 2,451 2,697 2,890 10,058

ソフトバンクテレコム 959 1,282 1,395 1,454 5,090

フュージョン・
コミュニケーションズ

585 683 787 691 2,746

九州通信ネットワーク 167 165 159 - 491

ＵＣＯＭ 22 20 21 19 82

NTTぷらら - 0 5 4 9

ベライゾンジャパン - - - 9 9

ティー・システムズジャパン - - - 5 5

(単位:千回線 )

※１ 数値はＮＴＴ東日本エリアとＮＴＴ西日本エリアにおけるマイラインとマイラインプラスの登録者数の合算値。
※２ 数値は申込書がマイラインセンターに届いて登録工事が完了したもの (申込書を受付けたものであっても、登録処理中のものは、含まれていない)
※３ 合計は各通話区分における重複を含む。

出典：
マイライン事業者協議会ＨＰ
（参加社11社）

ＰＳＴＮにおける主な競争事業者によるＮＴＴ東西ユーザへの中継サービス（例） 23



４．モバイル市場の競争促進



モバイルネットワークの高度化

モバイルトラフィックの増加

＜モバイルトラフィックの推移＞

通信方式の高度化

方式の高度化とともに高速化、大容量化を実現。2010年12月よりＮＴＴドコモがＬＴＥサービスを開始。

モバイルトラフィックの需要の増大の対策として、通信事業者は、通信方式の高度化、WiFi等へのトラフィックの分散などに取組。

第2 世代

第 3 世代

W-CDMA

CDMA2000

3.9世代

LTE

音声 インターネット接続 （ADSL同等）音楽、ゲーム等サービスの高度化

3.5世代

HSDPA

EV-DO Rev.A

3.5世代の高度化

HSPA+ / DC-HSDPA

EV-DO Rev.B

LTE 開始（予定）時期
・NTTドコモ 2010～
・KDDI             2012～

第４世代
（IMT-Advanced）

携帯電話

高速移動時 100Mbps

低速移動時 1Gbps

～数kbps ～384kbps ～22Mbps ～44Mbps 100Mbps超

<トラフィック増に向けた各社の取組＞

2000年 2010年

①LTE 2011年７月開始予定

2012年12月開始予定

2012年開始予定

・2010年12月24日サービス開始
・最大速度：下り最大75Mbps
・2014年度末には人口カバー率約70％予定

高速
通信速度約

10倍

大容量
周波数利用効率

約3倍

低遅延
伝送遅延
約１／４

（（FOMAサービス（HSPA)と比較）

②WiFiサービス
ホームU
（最大54Mbps）

WiFi WIN
（最大54Mbps）

ケータイWiFi
（最大54Mbps）

ポケットWiFi
（最大42Mbps）
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10年で約220倍と予測※

（2007年時点と比較）

※ 総務省推計



シンビアン（Nokia）
アンドロイド（Google）
ブラックベリーOS（RIM）
iOS（Apple）
ウィンドウズモバイル（MS)
その他

モバイル端末の多様化

携帯出荷台数におけるスマートフォンの割合

iPhone
［米国］

2014年に60%超

国内スマートフォンの発売状況

2007.6 2008.7

iPhone３G
（Apple)
ソフトバンク

2010.4

GALAXYS
（サムソン）

ドコモ

2010.10 2010.11  

ISO3
（シャープ）

au

Xperia
（ソニーエリクソン）

ドコモ

スマートフォン出荷台数

今期目標：100万台

スマートフォン出荷台数

今期目標：250万台

2008年7月のiPhone発売以来、携帯出荷台数に占めるスマートフォンの割合が増加。2010年度末には、昨年度比2.9倍の675万台の出荷見込み。

2010.12  

電子書籍の普及等に伴い、タブレット型端末が増加。

2010年には50万台、2011年は142万台の出荷見込み。

2007.11

キンドル
［米国］

2010.4 2010.5 

iPad
［米国］

iPad
(Apple)

ソフトバンク

2010.11 

GALAXY Tab
(サムソン）

ドコモ

リーダー
(ソニー）

ガラパゴス
（シャープ）

携帯端末向けＯＳの多様化

Apple
ソニーエリクソン

シャープ

東芝

HTC（台湾）

サムソン

国内スマートフォン出荷シェア

（MM総研調べ）

（IDCジャパン調べ）

スマートフォンの拡大

タブレット端末の拡大

60.1
20.6

6.3

15.7

37.6

16.0

（MM総研調べ）

（2010年４～９月）

（Gartner調べ）
（MM総研調べ）

（国外含む）

（％）

（％）
（％）

（万台）
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（2010年）

22.7

4.2



☞ 端末やｺﾝﾃﾝﾂとの連携により魅力を高めたプラットフォームが急伸

（参考） ノキア社が独自ＯＳ「Symbian」の継続開発を断念 （2011年2月）

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
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スマートフォン

第3世代

第2世代

モバイル通信プラットフォームの変遷

2002.12 au着うた開始
※2003.12ソフトバンク

2004.2 ドコモ

1999.2 
i-mode開始

（1998年度～2007年度はTCA調べ）
（2008年度以降はＭＭ総研調べ）

ネットワーク事業者主導による垂直統合モデル

 各通信事業者がプラットフォームの機能・仕様を決定し、
相互互換性なし（ＣＰは事業者ごとにコンテンツを開発）

 公式コンテンツにつき、通信事業者が審査権限等を保持
 通信事業者は公式コンテンツに対してのみ認証・課金を提

供する等、公式サイト利用が中心

※ 人的関係性やオンライン上の利用履歴等の情

報の蓄積に基づいて、特定の情報やサービス

等を高い信頼性の下で提供

2010.9 mixi新プラット
フォーム（ソーシャルグラ
フを活用）発表

端末プラットフォーム（ＯＳ）の多様化 サービスプラットフォームの多様化

 ネットワーク横断的なアプリケーションやプ
ラットフォーム開発を効率化するため、携帯
端末向けＯＳの統一化に向けた動きが加速

 統一ＯＳでは仕様等が無料で提供されてお
り、コンテンツ事業者は原則自由に参画可

2008.7 i-Phone
(iOS)日本発売

2009.7 ドコモ
Android塔載携帯発売

2010.4 Facebook
オープングラフ（ソー
シャルグラフ）発表

 スマートフォンの普及やモバイル上の
ＳＮＳサービスの利用拡大等を契機と
して、プラットフォーム競争が激化

 新たに、ソーシャルグラフ等を活用した
サービスプラットフォーム（※）が登場

ＯＳの多様化 ソーシャル化の進展（Facebook の例）

☞ 利便性が高くネットワーク効果の大きいソーシャルグラフ機能
を提供する主体がサービスプラットフォームの新たな担い手に

（Gartner調べ）

Facebookのアクセス数がGoogleのアク
セス数を超過 （’10.3）

ソーシャルゲームZyngaでFacebookポイ
ントの利用が可能 （’10.5）

MS Bing（米）が検索結果にFacebook
のLike! 機能を反映 （’10.12）

（出典）（mixi IR資料）

《ソーシャルグラフの波及効果》

CPU

OS

CP/AP

NW
CPU

OS

CP/AP

NW
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（百万加入）



モバイルコンテンツ市場の拡大

（億円）

（出典）総務省「モバイルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」

利用してみたいサービス

全体的にみれば、ニュース・
天気予報等の日常に必要と
なるサービスへの需要が依
然として大きい。

他方、若者層を中心として、
リッチコンテンツへの意識
が高まり。

（出典）「ケータイ白書2010」（モバイルコンテンツフォーラム）

モバイルコンテンツ市場の拡大
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～リッチコンテンツを中心に拡大を続ける
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２００９年接続ルール答申の概要と実施状況

「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方
について」（2009年10月情報通信審議会答申）の概要

左記答申の実施状況
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接続料算定の適正性・透明性の向上

鉄塔等の共用

■「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライ
ン」（「二種指定ガイドライン」）を2009年度内に策定すること
が適当（2010年度接続料から適用）。

■二種会計制度を創設することが適当（2010年度会計から作
成・公表予定）。

2010年3月 ■二種指定ガイドラインの策定
☞二種指定設備との接続に関し、接続料の算定方

法及びアンバンドル等に係る考え方を明確化。

2010年11月 ■接続会計制度の創設（電気通信事業法の改正）
☞二種指定設備設置事業者に対して、接続会計の

整理・収支の状況の公表を義務付け。

■まずは事業者間協議による合意形成を尊重する立場を採る
ことが適当。ただし、課金機能やコンテンツ情報料の回収代
行機能等を「注視すべき機能」に位置付け、事業者間協議の
進捗状況を注視し、必要に応じ適切な対応を行うことが適当。

■電気通信事業紛争処理委員会の紛争処理対象範囲につ
いて、通信プラットフォーム事業者やコンテンツ配信事業者
まで拡大することが適当。

2010年3月 ■二種指定ガイドラインの策定
☞ 課金機能やコンテンツ情報料の回収代行機

能等の６つの機能を「注視すべき機能」に位置
付け。

2010年11月 ■紛争処理機能の強化（電気通信事業法の改正）
☞コンテンツ配信事業者等と電気通信事業者間の

料金等を巡る紛争について、電気通信紛争処
理委員会のあっせん・仲裁の対象とする。

通信プラットフォーム市場等への参入促進

■「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」
（「電柱・管路等ガイドライン」）を改正し鉄塔等の共用に係る
申込手続・拒否事由等を規定することが適当。

■総務大臣裁定等の対象に鉄塔等の共用を追加することが
適当。

2010年４月 ■電柱・管路等ガイドラインの改正

☞ガイドラインの対象設備に携帯電話の基地局
を設置する「鉄塔等」を追加。

2010年11月 ■紛争処理機能の強化（電気通信事業法の改正）
☞鉄塔等の共用に係る料金や条件を巡る紛争に

ついて、総務大臣裁定等及び電気通信紛争処
理委員会のあっせん・仲裁の対象とする。



携帯電話接続料の推移

２００２年２月
ドコモ、沖縄セルラー設備

二種指定

２００７年１１月
接続に係る総務大臣裁定

（データ接続のアンバンドル等）

データ接続料 【万円／１０Mbps・月】
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ＭＶＮＯの進展

■ＮＴＴドコモのＭＶＮＯ

■ＮＴＴドコモＦＯＭＡ網で使用できるＳＩＭ
フリー端末用ＳＩＭカードと通信料のパッ
ケージ販売。

■1ヶ月使い放題で（2,980円税込）のプラ
ン等

ココセコム（セコム）

2000

2500

3000

3500

■ＫＤＤＩ等のＭＶＮＯ

■位置情報サービス（ココセコム対応携帯を
持っている人の位置情報を携帯電話等の
画面で確認できるサービス）、 救急信号
サービス、現場急行サービス

■加入料金３,６７５円（税込）、基本料金２６２.
５円／月（税込）、位置情報提供料金：２１０
円/回（税込、電話の場合） 等

※セコムHPを基に作成。

ｂ－ｍｏｂｉｌｅＳＩＭ（日本通信）

※日本通信HPを基に作成。

※2009.12分より電気通信事業報告規則の規定に基づき報告を受けた契約数を集計

2,444

2,677
2,829

3,069
3,232

 ①ＭＶＮＥの定義、②ＭＮＯとＭＶＮＯとの関係の明確化（卸役務提
供又は事業者間接続）、③ＭＮＯとＭＶＮＯとの間の紛争処理手続の
明確化、④周波数利用に係る電波法上の責任の所在等につき追記。

 技術革新等を背景としてＭＶＮＯのビジネスモデルの多様化が期待さ
れることを踏まえ、ＭＶＮＯの関連法規（電気通信事業法、電波法
等）の適用関係の明確化を図ることを目的に、総務省において策定。

 電気通信事業法の観点からＭＶＮＯとＭＮＯの間の契約関係（Ｍ
ＮＯによる不当な差別的取扱いの禁止等）、ＭＶＮＯと利用者と
の契約関係（提供条件の説明及び苦情等の処理）等を明記。

 電波法の観点からＭＶＮＯとＭＮＯの関係（無線局の利用等）等
を明記。

 その他、国内及び国際ローミングを行う際の条件等を記載。
 今後の環境変化を踏まえて必要に応じた見直しを行う旨記載。

 電気通信事業紛争処理委員会による勧告（2007年11月）を踏まえ、日本
通信とＮＴＴドコモとの紛争事案に係る裁定内容の反映

• 利用者料金の設定権の帰属（エンドエンド料金又はぶつ切り料金を
選択可能）

• 接続料の課金方式（従量制のほか帯域幅課金方式の採用も可能）

 ＭＮＯにおける卸電気通信役務に関する標準プランの策定・公表やＭＶ
ＮＯに対する一元的な窓口（コンタクトポイント）の設置・公表を推奨

 ＭＮＯがＭＶＮＯから聴取する事業計画について、一般的に聴取に理由
がないと考える事項を例示

 特定基地局の開設指針において、他の電気通信事業者による無線設備の
利用を促進する計画を有することが認定の要件とされている場合にMNO
が講ずべき措置を明記（他事業者による無線設備利用の促進）

ガイドラインの策定 （2002年５月）

 携帯各社に対し①卸電気通信役務に関する標準プランの策定、②ＭＶ
ＮＯに対する一元的な窓口の明確化について検討を要請。

MVNO事業化ガイドラインについて

ガイドラインの改定 （2007年11月）

ガイドラインの再改定 （2008年5月）

携帯各社に対する検討要請 （2008年5月）

MVNOの契約者推移

MVNOのサービス例

■ソフトバンクモバイルのＭＶＮＯ

■ディズニーのブランド、コンテンツを活用
した携帯電話サービス

■ホワイトプラン（月額基本料980円（税
込）、自社MVNO/MNO間はメール無料等

ディズニーモバイル（ウォルト・ディズニー）

※ディズニーモバイルHPを基に作成。

（千契約）
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フェムトセル基地局の導入

■ フェムトセル基地局とは、携帯電話の基地局を小型化したもので、取扱いが簡易であり、かつ宅内等への設置が可能。

■ フェムトセル基地局の導入により、①携帯電話の不感エリアの解消、②同時収容数が少ないことによる従来より高速なデータ
伝送サービスの実現等が期待。

ブロードバンド
（アクセス回線事業者・ＩＳＰ）

フェムトセ
ル基地局

マクロセル

携帯コアネットワーク

（ＯＮＵ）

ルータ等

宅内（構内）配線ブロードバンド回線携帯電話ネットワーク

携帯電話事業者は、エンドエンドの通話品質を通常の携帯電話役務と同様にするよう努める（事業用電気通信設備規則第３６条の３）

フェムトセルガイドラインの策定

■ ２００７年９月 「モバイルビジネス活性化プラン」の公表
☞ 同プランにおいて、「フェムトセルの導入にかかる法制上の取扱いについて、２００７年度末を目途に一定の結論を得る」旨

記載。

■ ２００８年４月 「フェムトセル基地局の活用に向けた電波法及び電気通信事業法関係法令に関する取扱方針」の公表

①電波法関係について、法改正を含む制度整備を行う意向を明確化

②電気通信事業法関係について、関係法令の適用関係を明確化

■ 同年１０月 電波法の一部を改正する法律等の施行 （☞超小型基地局を免許人以外の者が運用可能）

■ 同年１２月 「フェムトセル基地局の活用に係る電波法及び電気通信事業法関係法令の適用関係に関するガイドライン」の公表
☞ フェムトセル基地局の円滑な開設及び適正な運用を確保するとともに、フェムトセル基地局を活用した携帯電話サービスの

円滑かつ効率的な提供を実現する観点から、携帯電話事業者等の責任関係等を含め、電波法及び電気通信事業法関係
法令の適用関係を明確化。

■ ２０１０年１２月 電波法の改正を含む放送法等の一部を改正する法律の公布 （☞フェムトセル基地局免許の包括化）

☞現在、当該改正等を踏まえ、フェムトセルガイドラインの改正作業中。

32



ＳＩＭロック解除について

■趣旨

 海外渡航時、携帯電話の番号ポータビリティ制度利用時など、携帯
電話利用者の中にはＳＩＭロック解除に対する要望が存在。

 事業者は、その主体的な取組により、対応可能な端末からＳＩＭロッ
ク解除を実施することとし、当分の間、法制化に係る検討は留保し、
事業者による取組状況を注視。

（※） モバイルバイルビジネス活性化プラン（2007年）には、「３．９Gや４Gを中心にＳＩ
Ｍロック解除を法制的に担保することについて、２０１０年の時点で最終的に結
論を得る。」と記載。

■対象となる端末

 2011年度以降新たに発売される端末のうち対応可能なものから解
除。対象端末、ＳＩＭロック解除に係る条件・手続を事前に公表。

■説明責任

 事業者は、①端末販売時、②ＳＩＭロック解除時、③役務の提供に
係る契約締結時に、以下の事項等を利用者に説明。

 ＳＩＭロック解除に係る条件及び手続

 他社のＳＩＭカードが差し込まれた際に、通信サービス等の利
用が制限される可能性

■その他

 通信サービスの不具合・機器の故障への対応

 現に役務を提供する事業者は、利用者への対応に当たる体
制を整備し、事業者等との間で取次方法等について協議。

 ガイドラインの見直し等

○2010年12月、携帯4事業者でＳＩＭロック解除の開始に伴う携帯事業者間の基本合意事項を締結
☞ 責任分担の原則、故障対応の切り分け等について確認。

○2011年度以降の各社のＳＩＭロック解除に向けた動き

ＮＴＴドコモ
→4月以降発売する全ての端末においてＳＩＭロック解除を実施予定。

ＳｏｆｔＢａｎｋ
→１～２機種からテストとしてＳＩＭロック解除を開始予定。

ａｕ
→他社と通信規格が異なるため互換性無し。今後検討を行う。

イー・モバイル
→詳しい対応については検討中。

ＳＩＭ単体発売
2010年８月、日本通信がmicroSIMを発売開始
iPhone４、iPadに対応

ＳＩＭフリー端末発売
ＮＴＴ東西のモバイルWiFi「光ポータブル」のＳＩＭフリー版発売
ドコモ、イー・モバイルが対応ＳＩＭを提供

ＳＩＭロック解除に関するガイドライン （2010年6月30日、総務省）

ＳＩＭロック解除に向けた事業者の動向

ＳＩＭロックとは？

■ ＳＩＭ（Subscriber Identity Module）カードとは、携帯事業者が発行する利用者識別用のＩＣカード。第3世代方式の携帯電話では国際規格化済み。

■ 携帯事業者各社は、各社が販売する端末の多くにつき、自社が発行するＳＩＭカード等が差し込まれた場合にのみ動作するよう設定（いわゆる「ＳＩＭロック」）。
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モバイルプラットフォームのオープン化 《課金機能の例》

モバイルプラットフォーム協議会 （０９年２月～０９年１２月）

通信プラットフォーム研究会 （０８年２月～０９年１月）

■携帯端末向けコンテンツについて、ポータル機能や課金・認証機能などを担うプラットフォームの相互運用性の確保や多様化が図られる中で、
関係事業者（携帯PHS事業者、ＣＰ、課金事業者等）が利用者に対し安心・安全で信頼性の高いサービスを提供するための適切な枠組みを提言。

モバイルコンテンツにおける課金手段の提供に関するガイドライン（０９年１２月）

ＩＤ通知

携
帯
事
業
者
等

カード会社等

課金

役務
提供

役務
提供

課金

回
収

CP CP CP CP

ユーザ

ユーザIＤとク
レジット番号
等を紐付け

（１） 一般サイトに対する課金回収機能の提供

公式ポータル

通信レイヤ

プラットフォームレイヤ

認証・課金

回収

カード会社等

課金

（２） 公式サイトへの外部課金手段の導入

携
帯
事
業
者
等

公式ポータル

CP CP

通信レイヤ

プラットフォームレイヤ

役務
提供

認証・課金

ユーザ

2010年７月 上記ガイドラインに基づき、課金事業者（株）ウェブマネーが携帯ＰＨＳ事業者以外で初の公式サイトの決済サービス参入。

（※） ＮＴＴドコモのｉモードサイト（ＧＲＥＥ、ＧＩＧＡッｃｈ（ギガッチ））への決済サービス。

■総務省において、認証・課金等のプラットフォーム機能の連携強化、新事業の創出を促進するための市場環境整備のための課題整理等を目的として開催。
☞ 課金・認証機能の多様化の確保のための民間フォーラムの開催等を提言。

■「通信プラットフォーム研究会」報告書の提言を踏まえ、民間主体（携帯事業者、ＣＰ等）の協議会として発足。09年８月に報告書を取りまとめ。
☞ 認証・課金機能の多様化等に向けて、民間主体のガイドラインの策定に向けた検討を実施。

【課金ガイドラインの概要】

（１）（２）それぞれの場合において関係事
業者等が果たすべき役割等について規
定。

① 関係事業者間の責任関係の明確化
（契約関係の在り方等）

② 不正利用・過剰利用の防止
（料金上限額の設定、ＣＰによる利用
者の認証の在り方等）

③ 携帯事業者から課金サービス等の
提供を受ける一般サイトの遵守事項
（ＣＰや課金事業者の適格性、運営の

適正性等）

回
収
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５．公正競争環境の検証・担保

の在り方



電気通信市場における競争政策の変遷（事前規制から事後規制へ） 36

「テレフォニー」から

ルータ

ＩＰ網

ルータ

ルータ

ＩＰ網ＩＰ網従来の電話
網

従来の電話
網

交
換
機

交
換
機

「ＩＰネットワーク」へネットワーク構造の変化

ブロードバンド化・ＩＰ化
（ブロードバンドサービス契約数：約3,204万加入(10.03現在)）

モバイル化

■競争原理の導入

■電電公社の民営化

（ＮＴＴ設立）

ネットワーク構造や競争環境の変化に対応した競争政策の変遷

■ＮＴＴの再編成【99年】

（ドミナント規制の導入）
■接続ルールの制度化（固定通信市場）

（参入規制の緩和）
■需給調整条項の撤廃
■外資規制の原則撤廃【98年】

（業務規制の緩和）
■料金認可制を事前届出制に【98年】

（ドミナント規制の拡充）

■移動通信市場における接続
ルールの制度化

■禁止行為（※）規制の導入
※特定の電気通信事業者に対する不

当に優先的又は不利な取扱い 等

■ユニバーサルサービス制度
の創設【02年】

■紛争処理委員会の創設

（参入規制の緩和）
■参入許可の廃止(登録/届出)

（業務規制の原則廃止）
■料金・約款規制の原則廃止

（消費者の権利保障）
■重要事項の説明義務化等

1985年～ 1997年～ 2001年～

独占から競争へ 公正競争の確保・促進 事前規制から事後規制へ

2004年～

携帯電話・PHS加入数：約1億1,630万加入(10.03現在)
※我が国の人口：約１億2,759万人（09.8 総務省人口推計月報）

※ドミナント規制：市場支配的事業者（通信市場への影響力が大きく支配的（ドミナント）だと判断される通信事業者）に対する規制



現行のドミナント規制の枠組み 37

固定通信市場 移動通信市場

それ以外
の設備

第一種指定電気通信設備

指定電気通信役務の約款届出制
（ＦＴＴＨ、専用役務等）

禁止行為規制 特定関係事業者規制

接続約款
認可

アクセス回線と
一体的に設置する設備

アクセス回線
（シェア５０％超）

（メタル、光） （ＮＧＮ、ＰＳＴＮ等）
（マンション内
屋内配線等）

接続会計
の整理

網機能提供
計画の届出

原則
非規制

他事業者への設備の貸出に関する規制

小売サービスに関する規制

原則
非規制

原則
非規制

（ＡＤＳＬ等）

接続情報の目
的外利用・提
供の禁止

特定事業者の
不当な優先的
取扱い等の禁止

設備製造業者
等への不当な
規律・干渉の

禁止

役員の兼任
禁止

接続や業務受
託に関し、不
公平な取扱い

の禁止

それ以外
の設備

第二種指定電気通信設備

移動電気通信役務を
提供するために
設置する設備

アクセス回線
（当該アクセス回線に接続
する端末シェア２５％超）

原則非規制

他事業者への設備の貸出に関する規制

接続約款
届出

原則
非規制

（一部のｻｰﾊﾞ等）

禁止行為規制

接続情報の目
的外利用・提
供の禁止

特定事業者の
不当な優先的
取扱いの禁止等

設備製造業者
等への不当な
規律・干渉の

禁止

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者

更に、「収益ベース」
のシェアが２５％を
超える場合に、個別
に指定された者に対

する規制

接
続
関
連
規
制

利
用
者
料
金
規
制

行
為
規
制

特定電気通信役務
のプライスキャップ規制

（メタル電話等）

接続会計
の整理



■０１年、「第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者」（☞ＮＴＴ東西）及び「第二種電気通信設備を設置する電気通信事業者で収益シェア

等が大きい者」（☞ＮＴＴドコモ）に対し、禁止行為規制を導入。

■これは、他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがある行為を類型化して、あらかじめ禁止し、仮にそのような行為が行われた

場合に、これを速やかに是正・除去するための行為の停止・変更命令を行うもの。

禁止行為規制について 38

接続業務に関し知り得た情報の
目的外利用・提供

特定の電気通信事業者に対する不
当に優先的な取扱い・利益付与等

電気通信設備の製造業者、販売業
者等の業務への不当な規律・干渉

【具体例】

■自己の関係事業者のサービスと排他的に

組み合わせた割引サービスの提供

■自己の関係事業者に対する料金等の提供

条件についての有利な取扱い

■自己の関係事業者と一体となった排他的

な業務 等

【具体例】

■他の電気通信事業者の提供する電気通

信役務の内容等の制限

■コンテンツ配信事業者に対する不当な規

律・干渉

■電気通信設備の製造業者・販売業者に

対する不当な規律・干渉

【具体例】

■他の電気通信事業者との接続の業務に

関して知り得た情報を、当該情報の本来

の利用目的を超えて社内の他部門又は事

故の関係事業者等へ提供するような行為

不当な規律・干渉
不当に優先的な取扱い等情報の目的外利用・提供



ＮＴＴグループに対するドミナント規制適用の枠組みについて 39

ＮＴＴドコモ

電気通信事業者 ドミナント規制が適用 電気通信事業者

事業法の適用対象外

ＮＴＴコム

電気通信事業者

ドミナント規制の対象外

ドミナント規制が適用

県域子会社等

【禁止行為規制】

・接続情報の目的外利用・提供

・特定の電気通信事業者の不当な優先的な取扱い等

【特定関係事業者制度】

・特定関係事業者との間の役員の兼任禁止

・接続関連業務について、特定関係事業者と比し

た不利な取扱いの禁止 等

【禁止行為規制】

・接続情報の目的外利用・提供

・特定の電気通信事業者の不当な優先的な取扱い等

特定関係事業者に指定

ＮＴＴ東西

業務委託
禁止行為規制等の潜脱のおそれが競争事業者から指摘

※特定関係事業者とは、第一種指定
電気通信設備を設置する電気通信
事業者(ＮＴＴ東西)の親子会社・兄
弟会社であって、総務大臣が指定
する電気通信事業者

※ドミナント規制としては、その他、接
続関連規制、利用者料金規制（ＮＴ
Ｔ東西のみ）が存在

・禁止行為規制等は、２００１年法改正で導入
・県域等子会社は、２００２年に設立電気通信事業者

非電気通信事業者

ドミナント規制の対象外

ＮＴＴ持株会社

非電気通信事業者 事業法の適用対象外



競争評価の概要

■競争評価は、事前規制から事後規制に転換する中で、市場動向の変化を踏まえた的確な政策立案を行う観点から、２００３年度に開始。

■具体的には、「実施細目→情報収集→市場画定→競争状況の分析→評価結果（次頁参照）」という手順で、年度ごとに実施。

■競争評価の評価結果は、政策立案の基礎データとして活用。ドミナント規制と制度的なリンクはない。
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市場画定 競争状況の分析

・「需要の代替性」が、市場画定の も重要な判断基準。「供給の代

替性」等を補完的に使用。

・これらの基準に基づき、サービス市場と地理的市場の画定を実施。

主な画定市場

領域 主な画定市場（含部分市場）

固定電話

固定電話

中継電話

０５０－ＩＰ電話

移動体通信 携帯電話・ＰＨＳ

ブロードバンド

ＡＤＳＬ

ＦＴＴＨ

ケーブルインターネット

ＩＳＰ

インターネット
接続

法人向け
ネットワークサービス

ＷＡＮサービス

専用サービス

■
市
場
画
定
（
～
０
６
年
）後
、
相
当
期
間
が
経
過

■
Ｅ
Ｕ
の
市
場
画
定
と
異
な
り
、
小
売
市
場
が
対
象

・画定した市場における市場支配力の存在や行使の評価に当たっ

ては、以下の判断要素を総合的に勘案。

主な判断要素

○市場集中度（累積集中度、ハーフィンダール指数）【量的基準】

○競争者の数

○参入の容易性（規模の経済性、範囲の経済性、ネットワークの外

部性等を含む。）

○隣接市場からの競争圧力

○法制度上の規制ルール等

市場の状況

事業者の地位及び競争者の状況

○市場シェア（シェア、順位、競争者のシェアとの格差、シェア・順

位の変動等） 【量的基準】

○不可欠設備の存在

○競争者の供給余力及び代替性

○価格の水準と推移

○スイッチングコストの程度等



（※）◎は「強く存在すること」、○は「存在すること」、△は「何らかの懸念が存在すること」、×は「可能性が低いこと」を意味する。

領域
主な画定市場

（部分市場を含む）

２００９年度の評価結果

市場集中度（ＨＨＩ） ＮＴＴグループのシェア 市場支配力の存在 市場支配力の行使

固定
電話

固定電話 ６９５１ ↓ ８２.９％ ↓ ◎
（単独）

△
（ブロードバンドへのレバレッジ

の懸念）

中継電話

市内 ２４３３ ↓ 市内 ７５．３％ →

○
（単独・協調）

×
（低）

県内市外 ２３０１ ↓ 県内市外 ７３．５％ →

県外 ３５７４ ↓ 県外 ７２．５％ →

国際 ２８７０ ↓ 国際 ６６．４％ ↑

０５０－ＩＰ
電話

３１６８ → ３５.１％ ↑
△

（協調のみ）
×

（低）

移動体
通信

携帯電話
・ＰＨＳ

３４６１ → ４８.２％ →
○

（単独・協調）

×
（料金の透明性確保、プラット

フォームの互換性を注視）

インター
ネット
接続

ブロードバンド ３０４８ ↑ ５２．７％ ↑
○

（単独・協調）
△

（競争ルールの遵守状況を注視）

ＡＤＳＬ ３２６３ ↑ ３４．８％ →
○

（単独・協調）
×

（低）

ＦＴＴＨ ５８３６ ↑ ７４．４％ →
○

（単独・協調）

△
（固定電話からのレバレッジの

懸念）

ケーブル
インターネット １４８３ ↑ －

×
（単独・協調）

－
（存在しない）

ＩＳＰ １５５７ → ３１．９％ →
×

（単独・協調）
－

（存在しない）

法人向け
ネットワー
クサービス

ＷＡＮサービス ２１７３ → ６７．５％ ↓
△

（協調のみ）
×

（低）

専用サービス ８３５４ → ９４．６％ →
◎

（単独）
×

（低）

２００９年度の競争評価結果

（※）市場集中度指数は、ハーフィンダール指数（ＨＨＩ）による。０（完全競争）～１０，０００（完全独占）の値をとり、市場集中度が高いほど、１０，０００に近づく。

■通信市場は、いずれも高度に寡占的。特に、固定電話、ＦＴＴＨ、専用サービスの市場集中度が高い。

■市場支配力の存在・行使についての評価結果に、大きな変化はない。
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３－２） 特定関係事業者制度に係る禁止行為規制の運用状況に関

する検証

42競争セーフガード制度の概要

■競争セーフガード制度は、ＩＰ化等が進展する中、公正競争確保を図る観点から、電気通信事業法及びＮＴＴ法に基づきこれまで講じられ

てきた競争セーフガード措置について、市場実態を的確に反映したものとするため、その有効性・適正性を定期的に検証する仕組み。

■２００７年度から毎年度検証を実施。パブコメの意見を踏まえて検証を行い、その結果に基づき、ＮＴＴ東西に対し必要な要請等を実施。

検証項目 検証の具体的手順

１ 指定電気通信設備制度に関する検証

・検証は毎年度実施。

・検証の実施に際しては、総務省が別途実施している競争評価との

有機的連携を図る。また、必要に応じて、競争評価における市場

画定や評価結果などの活用を図る。

ア 指定要件に関する検証

イ 指定の対象に関する検証

ウ アンバンドル機能の対象に関する検証

（１） 第一種指定電気通信設備に関する検証

２ 日本電信電話株式会社等に係る公正競争要件の検証

（２） 第二種指定電気通信設備に関する検証

ア 指定要件に関する検証

イ 指定の対象に関する検証

（３） 禁止行為に関する検証

３－１） 指定電気通信設備に係る禁止行為に関する検証

ア 第二種指定電気通信設備に係る禁止行為規制の適用事業者

の指定要件に関する検証

イ 禁止行為規制の運用状況に関する検証

検証の対象となる各事項について事前に意見公募及び再意見
公募を行う。必要に応じて関係事業者等に説明等を求める。
検証にあたってはこれを踏まえる。

総務省は、検証結果の案について改めて意見公募を実施。

提出された意見等に対する総務省の考え方を付して、 終的な
検証結果を公表するとともに、情報通信審議会へ報告。

ア ＮＴＴドコモ分離の際における公正競争条件の検証

イ ＮＴＴ再編成の際における公正競争条件の検証

ウ 活用業務認可に当たって付した条件の検証



43競争セーフガード制度による検証結果（概要）

2007年度 2008年度 2009年度

８５項目の論点を検証し、主に、以下の４

点をＮＴＴ東西に対して要請等。

７６項目の論点を検証し、主に、以下の３

点をＮＴＴ東西に対して要請等。

６２項目の論点を検証し、主に、以下の

点をＮＴＴ東西に対して要請等。

■情報の目的外利用の防止等について
周知・徹底等を改めて要請

■ＮＴＴ東西・県域等子会社の営業活動
におけるＯＣＮとその他プロバイダーの取
扱いについて実質的な同等性を確保す
るように改めて要請

■ＮＴＴ東西・ＮＴＴドコモのそれぞれから
の受託業務に係る情報の目的外利用の
防止等について県域等子会社への周
知・徹底を図るよう改めて要請

■ＮＴＴ東西と県域等子会社が実質的に一
体となっているおそれがあることから、公
正競争確保上の問題が発生しないか引き
続き注視（役員兼任の実態を報告要請）

■１１６番への加入電話の移転申込みを行
う加入者に対し、問い合わせがないにも
かかわらず、活用業務（光サービス等）の
営業活動が行われることのないよう、改
めて周知・徹底を図るよう要請。

■ＮＴＴ東日本に対し、「フレッツ・テレビ」
の営業において放送サービスの提供主
体が他社であることについて利用者が明
確に理解できるような措置について、改
めて周知・徹底を図るよう要請。

■ＮＴＴ東西の営業活動には、禁止行為
規制や公正競争要件が適用されるもの
の、その趣旨がこれらルールの直接的な
対象とならない営業子会社で徹底されな
い場合は、公正競争確保がされない可
能性があり、引き続き注視（２００７年度と
同様、役員兼任の実態を報告要請）

■ＮＴＴ東西と県域等子会社の経営が実
質的に一体となっているおそれがあるこ
とから、公正競争確保上の問題が発生し
ないか引き続き注視（２００７年度・２００８年
度と同様、役員兼任の実態を報告要請）

引き続き注視する事項

■０７年度・０８年度の検証結果に基づき、
ＮＴＴ東西に対し所要の措置を要請した
事項等については、ＮＴＴ東西による当
該措置の運用を引き続き注視。

■業務改善命令に基づき、ＮＴＴ西日本
から提出された業務改善計画及び以後
２年間にわたり３か月ごとに提出される報
告を精査し、電気通信事業の公正な競
争を確保するため、適切に対応。

ＮＴＴ西日本による「接続情報の
目的外利用」事案の発生



１．制度の概要

(1) ＮＴＴ法

平成１３年の法改正により、ＮＴＴ東日本・西日本は、地域電気通信業務等に加えて、一定の要件を満たせば、総務大臣の認可を受けて、地域電気
通信業務等を営むために保有する設備・技術・職員を活用して行う業務（＝活用業務）を営むことが可能となったもの。

(2) 「東・西ＮＴＴの業務範囲拡大に係る公正競争ガイドライン」（活用業務認可ガイドライン）

ＮＴＴ法の認可に係る行政手続の運用方針を明確化するものとして、平成１３年１２月に策定。平成１９年７月に改正。

申 請 内 容 申請日 認可日

(1) 地域ＩＰ網の県間接続によるフレッツサービスの広域化 （ＮＴＴ東西）
平成14年11月 平成15年2月

(2) 「兵庫情報ハイウェイ」構築に係る県間専用線サービスの提供 （ＮＴＴ西）

(3) 法人向けＩＰ電話サービスの県間伝送等に係る料金設定 （ＮＴＴ東西）
平成15年8月 平成15年10月

(4) 固定電話発－050ＩＰ電話着の県間伝送に係る料金設定 （ＮＴＴ東西）

(5) 固定電話発－携帯電話着の県間伝送に係る料金設定 （ＮＴＴ東西） 平成16年1月 平成16年3月

(6) 集合住宅ユーザ向けＩＰ電話サービスの県間伝送等に係る料金設定 （ＮＴＴ東西）
平成16年4月 平成16年7月

(7) 地方公共団体等に対する行政区域－異行政区域間におけるデータ伝送サービスの提供 （ＮＴＴ東）

(8) 戸建て住宅ユーザ向けＩＰ電話サービスの県間伝送等に係る料金設定 （ＮＴＴ東西） 平成16年11月 平成17年1月

(9) 兵庫県による情報通信基盤構築に係る行政区域－異行政区域間におけるイーサネットインターフェース形式の回線サービ
スの提供 （ＮＴＴ西）

平成18年6月 平成18年9月

(10) 地域ＩＰ網経由のエンドユーザ間ＩＰｖ６通信に係る料金設定（ＮＴＴ東西） 平成18年9月 平成18年11月

(11)次世代ネットワークを利用したフレッツサービスの県間役務提供・料金設定（ＮＴＴ東西）

平成19年10月 平成20年2月(12)次世代ネットワークを利用したＩＰ電話サービスの県間役務提供・料金設定（ＮＴＴ東西）

(13)イーサネットサービスの県間役務提供・料金設定（ＮＴＴ東西）

（14）映像通信網サービスの行政区域－異行政区域間における県間役務提供・料金設定（ＮＴＴ東西） 平成22年9月 平成22年10月

※認可の要件

① 地域電気通信業務等の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。
② 電気通信事業の公正な競争の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。

２．これまでの実績

ＮＴＴ東日本・西日本の
県間通信業務への進出

ＮＴＴ東西の活用業務（業務範囲拡大）について 44


